
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「主体的・対話的で深い学び」の授業改善につながる 

県立図書館の指導主事（司書教諭）を 

講師として派遣します！ 

 新学習指導要領では、「学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、生徒の主体

的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かすとともに、生徒の自主的、自発的な

学習活動や読書活動を充実すること」とあります。 

 図書館を活用した授業を通して、学習の基盤となる「言語能力」「情報活用能力」「問題発

見・解決能力」等の育成にもつながります。 

こんな研修で 

ご相談ください 

【市町村教育員会主催の研修】 

【中学校区内での合同研修】 

【校内研修】【職員会の中での研修】 

【各市町村の教育研究会での研修】 

  

＜研修内容例＞ ★内容は相談に応じます。まずは、お電話ください！ 

・学校図書館活用の基礎・基本    ・学校図書館を活用した授業の具体例の紹介 

・校内研究授業や、司書教諭と学校司書の連携のアドバイス 

・調べ学習で使う本の情報提供やミニワークショップ 

＊なお、研修以外でもお困りの時は、電話等でのご相談にも応じますので、 

お気軽にお声かけください。  

  

  
申込み 

問い合わせ 

島根県立図書館 

 図書館支援課 地域支援係 
 

担当指導主事 高麗
こうらい

 美保
み ほ

 

〒690-0873 松江市内中原町 52 

TEL  0852-22-5730    

FAX  0852-22-5728 

Email： tosyokan@pref.shimane.lg.jp 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そもそも、どんなことをしているんですか？ 

先生方に、学校図書館を授業で活用することの意義を、理解してもらった上で、

実践していただくための、研修等に、講師として出かけています。 

どのような場合に、依頼できますか？ 

市町村教育委員会主催の研修会、校内研修、市町村教育研究会の研修会、 

図書館に関わる各種部会、授業での図書館活用に関する相談、など、学校図書館に

関することでしたら、お気軽にご連絡ください。 

 

【過去の依頼例】 

  各市町教委主催の学校図書館活用研修、小中学校の校内研修 

  学校司書部会、授業に関する相談 

 

児童生徒に授業をしてもらえますか？ 

この事業は、教職員を対象としていますので、実際に授業は行いません。 

ただし、先生方に体験していただける、演習として研修することはできます。 

研修の具体的な内容って、どんなものですか？ 

【過去の研修内容】 

  ＜講義＞・学校図書館の機能、役割 

      ・新学習指導要領における学校図書館活用の意義 

      ・活用事例の紹介 など 

  ＜演習＞・プレゼン資料を作って発表しよう 

      ・授業での活用場面や方法を考えてみよう など 

  ＜相談＞・授業で使いたいが、使う場面や方法などの相談 

 

 基本的には、ご依頼を受ける際に、ご担当者様と相談しながら決めています。 

できるだけ、受講者のニーズに合うように、と考えています。 

       

費用はかかりますか？ 回数は？ 研修時間は？ 

依頼側の費用負担はありません。回数制限もありません。 

研修時間は、内容によって変わるので、その都度、相談しながら決めています。 

どうやって申し込むのですか？ 

まずは、お電話（0852-22－5730）ください！ 

実施希望日の 1ヶ月前までには、ご連絡ください。 

 ＊依頼内容にもよりますが、演習をご希望の場合は。準備の関係もあるので 

  できるだけ早くご連絡ください。 

【実施までの流れ】 

  ① 電話で、ご依頼の内容を伺います。 

  ② お引き受けできるご希望の内容でしたら、日程調整を行います。 

     → 候補日を複数、用意しておいてください。 

  ③ 内容、日程が決定したら、派遣申請書（裏面）をご提出ください。 

④ 当日までのところで、担当者の方と電話等で詳細を確認しながら、進めます。 

これまでに実施した研修内容や、派遣申請書は、県立図書館のHPの 

「子ども読書県しまね」に掲載しています。 

県内の学校図書館に関する情報も載せていますので、ご活用ください。 

トップページの右下にあります 

派遣実績報告 

派遣の手順 
県立図書館指導主事派遣申請書.（wordファイル） 

県立図書館指導主事派遣申請書.（PDFファイル） 

ここから、申請書を入手できます 

島根県立図書館 

タイトルの下の真ん中にあります 

県立図書館指導主事（講師）の派遣 

過去の研修の内容等を、見ることができます 


